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カスリーン台風が再来しても、八斗島地点の洪水流量は国交省の計算でも毎秒

１万６７５０㎥である 
 

平成２２年１月１２日 
今後の治水のあり方に関する有識者会議 御中 

八ッ場ダム住民訴訟弁護団 
弁護士 髙 橋 利 明 

 
カスリーン台風が再来しても、八斗島地点の洪水流量は国交省の計算でも毎秒１万６７

５０㎥であるから八ッ場ダムは要らない 
 
第１ 概要 
１ 国土交通省（建設省河川局）は、昭和５５年１２月、既往最大洪水であったカスリー

ン台風洪水を対象洪水として、計画降雨を３日雨量で３１９ｍｍ（降雨確率２００分の

１）、基本高水のピーク流量を八斗島地点２万２０００㎥／Ｓへと改訂した。八斗島地点

の計画高水流量は、その後、１万６５００㎥／Ｓと変更され、５５００㎥／Ｓを上流の

ダム群で調節するとされているが、この過大な基本高水の設定が八ツ場ダム問題のすべ

ての根幹に存在している。 
そして、関東地方整備局のホームページでは、カスリーン台風が再来した場合、「ダム

なし」の条件では八斗島地点に２万２０００㎥／Ｓの洪水が襲い、利根川中流部では破

堤し、首都圏に３３兆円の浸水被害が起こると広報している。 
２ 上述のとおり、上流のダム群で５５００㎥／Ｓの洪水調節を行うこととされているが、

現状においては、上流の既設６ダムによる八斗島地点での洪水調節能力は平均値で１０

００㎥／Ｓとされているから、八ツ場ダム（同調節能力６００㎥／Ｓ）が完成しても、

整備率は３０％であり、さらに多くのダムを利根川上流域に造らなければならないとし

ている。しかし、現在以上にダムを造るとの計画は存在せず、国土交通省の治水計画は、

そもそも破綻しているのである。 
３ 国土交通省の計画の破綻論は別にして、住民訴訟の一審審理の途中で、既設６ダムを

含む現況の河川管理施設の下では、カスリーン台風が再来しても、国交省の計算でも八

斗島地点には計画高水流量である１万６５００㎥／Ｓとほぼ同等な１万６７５０㎥／Ｓ

の洪水しか流れてこないことが、原告側の情報公開請求で入手した資料で明らかになっ

た。 
４ さらに、さいたま地裁からの関東地方整備局に対する調査嘱託によって明らかになっ

た事実であるが、「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」という流出計算においても、同流量

が無条件で流下するというのではなく、その流下には利根川上流域の各所で１～５ｍも

の堤防の嵩上げや築堤が想定されていることが判明した。そして、現在も、それらの想
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定改修はほとんど手つかずの状態であることが、昨夏の原告弁護団の現地調査で明らか

になった。 
５ 訴訟の過程でこうした事実が積みあがり、国土交通省・関東地方整備局や訴訟当事者

である群馬県、茨城県、千葉県は、各地裁での一審審理の最終盤になって、「２万２００

０㎥／Ｓは、将来の計画値である」ことを認め、また、現況の河川管理施設の下では、

カスリーン台風が再来しても、八斗島地点には、１万６７５０㎥／Ｓしか流れないこと

を、正式に認めるようになった。 
６ さらに、平成２２年１月１２日の東京新聞朝刊の報道によると、「八斗島地点２万２０

００㎥／Ｓ」というピーク流量の流出計算において前提条件とされていた利根川上流域

での改修は、「『想定工事』ではなく、計算のために断面図を仮設定したもの」であるこ

とが判明した。同基本高水のピーク流量が到来するような上流域での河道改修の計画は

存在せず、その見込みもないのであるから、「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」の洪水は

あり得ないことが確実となったのである。 
７ 八斗島地点下流部では計画高水流量は１万６５００㎥／Ｓとなっているところ、現在

では、同流量を安全に流下させるだけの河道断面が確保されていて溢れることはない。

したがって、これ以上、利根川中流部（八斗島地点下流部）の流量・水位を低減させる

必要はなく、八ッ場ダムは不要となっているのである。 
 利根川ダム統合管理事務所ＨＰが、カスリーン台風が再来すると、八斗島地点に２２，

０００㎥／Ｓが流れるとし、３３兆円の被害が生ずると虚偽の広報を流し続けているの

は、許しがたい国民への背信行為である。 
 
第２ 本論とその証拠資料 
１ 基本高水のピーク流量「八斗島地点に２万２０００㎥／Ｓ」が問題の根幹にある 
（１）国土交通省（建設省河川局）は、昭和５５年１２月、既往最大洪水であったカスリ

ーン台風（３日雨量３１８ｍｍ）洪水を対象洪水として、計画降雨を３日雨量で３１９

ｍｍ（降雨確率２００分の１）、基本高水のピーク流量を、従前の八斗島地点１万７００

０㎥／Ｓから同２万２０００㎥／Ｓへと改訂した（「利根川水系工事実施基本計画」）。し

かし、改訂の理由については極めて簡単な説明しか行っていない。即ち、「その後の利根

川流域の経済的、社会的発展にかんがみ、近年の出水状況から流域の出水特性を検討し、

利根川上流の基準点八斗島における基本高水のピーク流量を２２０００㎥／Ｓとし、上

流ダム群で６０００㎥／Ｓを調節する」（同３頁）とするに止まっているのである。そし

て、八斗島地点に２万２０００㎥／Ｓが来襲する条件についても何らの説明のないもの

であった。 
（２）そして、平成１７年、「利根川水系河川整備基本方針」を策定し、その際、八斗島地

点での計画高水流量を５００㎥／Ｓ増やし１万６５００㎥／Ｓと変更したが、基本高水

のピーク流量が八斗島地点に到来する条件については、「ダムなし」という以外の条件の
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説明は何も付されていなかった。 
（３）その後、関東地方整備局は、カスリーン台風が再来した場合の状況について、「昭和

２２年関東地方に大きな災害をもたらしたカスリーン台風と同じ降雨があった場合、洪

水（想定された洪水）が発生した場合、利根川・八斗島地点（河口より１８５ｋｍ地点）

では、２２，０００㎥／Ｓが流れると予想されます。」と広報している（利根川ダム統合

管理事務所ＨＰ）。この広報は、カスリーン台風と同規模の降雨があれば、ダムなしでは、

２万２０００㎥／Ｓの洪水が来襲するとの趣旨である。 
（４）そして、２万２０００㎥／Ｓの洪水が来ると、銚子の河口から１３６ｋｍほど上流

の栗橋地点付近の堤防が決壊して、１都５県に３３兆円とかの被害が出るとも広報して

きているのである（同ＨＰ）。 
                       

２ 国交省の計算では、なお数基、十数基のダムが必要となる 
（１）利根川水系の基本高水のピーク流量が２万２０００㎥／Ｓとされ、八斗島地点での

計画高水流量が１６５００㎥／Ｓとされ、ダムによる調節流量は八斗島地点で５５００

㎥／Ｓとされているところ、既設６ダムの同地点における洪水調節流量は平均で１００

０㎥／Ｓとされている。そこで、関東地方整備局によれば、八ッ場ダムが完成しても整

備率は３０％に止まるというのであるから（平成１８年７月 「利根川上流ダム群再編

事業（実施計画調査）」（国交省関東地方整備局作成）、八ッ場ダムが完成しても、さらに

上流部に多くのダムを造らなければならない、としている。 
（２）前原国土交通相は、平成２１年１０月２７日の記者会見において、「……八斗島での

洪水ピークを１秒間に２万２０００立方メートルということにおいている訳ですが、…

…仮に八ッ場ダムが完成したとしても、これはまだ更に造り続けなければ駄目ですよと

いうことになる訳でありまして、しかし他に計画がないのですね」。「今までの所謂ピー

ク流量というものを前提にして、これは私から言わせるとダムを作り続ける方便なんで

すよね。こういったところも根本的な思想としてどうあるべきかということを見直して

いく」とされているのは、正に正鵠を得ているのである。 
                    
３ 利根川の現況河川管理施設では１万６７５０㎥／Ｓの洪水しか流れない 
（１）ところが、原告らが情報公開請求によって関東地方整備局から入手した資料による

と、カスリーン台風規模の降雨（３日雨量３１８ｍｍ）があっても、八斗島地点には、

１万６７５０㎥／Ｓの洪水しか流れないことが分かった（「昭和２２年９月洪水を対象と

した場合の、八斗島地点のハイドログラフ」（関東地方整備局作成））。この洪水の規模は、

ほぼ計画高水流量（１万６５００㎥）と同じである。 
この事実は、これまで国交省が公表したことはなかった。沿川住民にとっては、まった

く未知の情報であった。そして、国土交通省は、この情報を、今なお、公表していない。        
（２）こうした洪水の流出計算が行われていること、そして、その結果として、カスリー
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ン台風規模の降雨があっても、八斗島地点には、この程度の洪水しか来ないことは、関

東地方整備局の元河川部長であった河崎和明証人も認めた（河崎証言調書２３～２４、

２５、４３～４４頁。４５～４６頁。関連１５～１６頁）。そして、２万２０００㎥／Ｓ

は将来を想定したときのピーク流量であることも認めている（前同頁）。 
（３）カスリーン台風洪水の氾濫調査については、河崎証人は、「そうした資料は見たこと

がない」（河崎証言調書２８、１６頁）と言い、「八斗島地点に１万６７５０㎥／Ｓ」の

場合、上流域（群馬県内）にどれくらいの氾濫があるのかについては明確な証言はなく、

その場合の推定氾濫量は、プログラムを作って調べれば分かるとしながら、計算してい

ないので分からないとした（５３頁）。上流域で氾濫があるとしながら、カスリーン台風

後、６０年を経ても、関東地方整備局は、一度も氾濫調査をしたことがないのである。 
 
４ 裁判所からの調査嘱託によって、「八斗島地点に２万２０００㎥／Ｓ」は将来の計画値

であることが判明 
（１）さいたま地裁からの関東地方整備局への嘱託調査によって、「八斗島地点２万２００

０㎥／Ｓ」の流出計算の根拠データの一部が明らかになった。それによると、八斗島地

点に２万２０００㎥／Ｓというピーク流量が到来するには、烏川を含む利根川上流部の

７カ所（堤防法線）において、現況の堤防よりも１～５ｍも堤防を嵩上げしたり、新た

に築堤するという前提条件があることが判明した（「さいたま地裁の調査嘱託に対する関

東地方整備局の回答」）。 
（２）この想定された改修工事について、原告弁護団は、平成２１年夏（６月から１０月

の間）、その７地区（調査対象の７法線は末尾添付の地図に示す）をつぶさに調べたが、

利根川本川の大正橋から坂東橋にかけての右岸（添付図の「調査対象地区の１」）の一部

を除き、ほとんどの地区で工事未着工という状況であった。この意味でも、現況では、

八斗島地点に２万２０００㎥／Ｓが来襲するおそれがないことが判明した（「基本高水

「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」のための改修状況調査報告書」）。 
 
５ 関東地整や各県も、現況では１万６７５０㎥／Ｓしか来襲しないことを認めるように

なった 
（１）関東地整と、群馬県、茨城県、千葉県は、計画降雨があっても２万２０００㎥／Ｓが

来襲せず、１万６７５０㎥／Ｓしか流出しないことを認めるようになった。 
  原告らが各地の裁判で追及した結果、国交省や群馬県、茨城県、千葉県は、一審の最

終盤になって（東京地裁での審理が終結した後）、「現在の河川管理施設の下では、計画降

雨があっても、２万２０００㎥／Ｓの洪水は来ない」と認めるに至った。３県は、関東地

方整備局の指導の下に、「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」という流出計算は、「将来的な

河道断面等で、洪水調節施設がないという条件で検討」した数値であるということを、は

っきり認めるようになったのである（群馬県知事の準備書面(21)７頁。ほかに茨城県同(19)
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６頁、千葉県同(23)７頁）。そして、「カスリーン台風が再来しても八斗島には１万６７５

０㎥／Ｓ」という事実も認めるに至った（前同各書面）。 
（２）こうした各県の主張は、関東地方整備局の指導に基づくものであり、関東地整が作

成した「回答」も、裁判所へ提出されている（前橋地裁へ提出された関東地整作成の「治

水証言回答」）。                                               

          このように、「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」という流量は、将来の計画値であって、

現況では流下しない流量であり、現況の河川管理施設では、「八斗島地点１万６７５０㎥

／Ｓ」に止まることは、争いのない事実となっているのである。 
 
６ 「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」のための上流域での改修計画は不存在であること

が分った 
（１）東京新聞１月１２日の朝刊（２４面）では、「利根川・最大流量算出法に疑問」―「『八

ッ場』揺らぐ根拠」、「保水力５４流域とも同一値」、「前提の堤防工事『仮設定』」と、八

ッ場ダムの基本高水流量の計算手法に対して強い疑問を投げかける報道がなされた。同

紙の報道によれば、同紙の取材に対して、関東地方整備局の河川計画課は、堤防改修に

ついては、「『想定工事』ではなく、計算のために断面図を仮設定したもの」と回答した

と報じている。この報道は、「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」という基本高水の計算は

単なる机上の計算結果であったことを示している。現況ないし近未来に想定される具体

的な条件とは無関係に計算されているピーク流量であることが一層明らかとなった。 
（２）同紙によれば、関東地方整備局の河川計画課に対して、①計画降雨があった場合の

河道への流出計算を行う場合の「一時流出率」や「飽和雨量」の設定が不自然ではない

か、②「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」という基本高水の流出計算の前提とされてい

る利根川上流域での堤防工事は進行しているのか、それは改修計画なのか、という点を

取材して、同局の回答を報道している。ここでは、②の事項について取り上げる。 
（３）②の事項について、同紙の上記の疑問に対して、関東地方整備局河川計画課は、先

にみたとおり、上流域での堤防改修について、「『想定工事』ではなく、計算のために断

面図を仮設定したもの」と説明をしたというのである。 
  こうした担当官からの回答を得た結果の判断として、同紙は、「八斗島上流域の氾濫防

止のための堤防嵩上げ改修工事については、現実の計画ではなく、計算のための仮設定

であることも判明した。」と断じている。「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」という基本

高水の流出計算は、現実に起こり得る想定条件の下で計算されているのではなく、正に

机上の計算であったというのである。 
（４）関東地整の元河川部長であった河崎和明証人も、基本高水のピーク流量の算定の前

提とされている上流域での河道改修について、原告ら代理人から整備目標等の予定年次

を質されて、「この河道整備の目標年次はないと思う」（同証言調書６０頁）と証言して

いたところである。それが、この度の東京新聞の取材と報道で、「『想定工事』ではなく、
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計算のために断面図を仮設定したものだ」という新たな事実が判明したのである。「八斗

島地点２万２０００㎥／Ｓ」が実現可能性のない机上の計算に過ぎないものであったこ

とがますます確実になったところである。 
 
７ 八斗島下流部では１万６５００㎥／Ｓまでは計画河道断面は確保されている 
（１）次に、利根川中流部（八斗島地点下流部）の堤防等は、どの程度、整備されている

か。平成１８年２月作成の、「利根川水系河川整備基本方針 基本高水流量等に関する資

料」によると、次のように説明されている。 
① 計画高水流量を流すための「堤防高は概ね確保されており、既に橋梁、樋管等多く

の構造物も完成している。」（２４頁）   
② 「直轄管理区間の堤防が全川の約９５％にわたって概成（完成、暫定）している。」

（２９頁）                 
このように、計画高水流量規模の洪水では、利根川中流部以下で洪水は溢れることは

ないまでに整備が進んでいる。 
（２）別の資料からの点検をしてみると、次のようである。 
  同じく関東地方整備局が作成した資料（「利根川の整備状況（容量評価）」）によると、

次のようである。 
① 八斗島地点から取手までの利根川中流部の河道は、洪水を流す容量では９９％の

整備が終わっている。 
② 取手から河口までは８８．４％が整備されている。                     

（３）国交省も長い間、巨額の治水投資を行って頑張ってきたから、利根川の中流部以下

では、計画高水流量規模の洪水では溢れないようになってきているのである。なお、「溢

れるか、溢れないか」の基準は計画高水位で比較しているが、実際には、その上に２ｍの

高さの堤防がまだのっかっている（「余裕高は２ｍ」）のである。 
 
８ 上流部のダムは、上流部の人のために造られるのではなく、下流部の人のために造ら

れるのである。 
  言うまでもないことであるが、上流部のダム群は、下流首都圏のための流量・水位の

低減のために造られるものである。国土交通省は、八ッ場ダム建設について、「費用対効

果」の割合を算出しているが、その中で八ッ場ダム建設の便益を受ける地域は、八斗島地

点下流の都県であると国民に広報している（八ッ場ダムの費用対効果の計算を示す平成１

９年度の資料のうちの「氾濫ブロック図」）。そうであるから、もう八ッ場ダムは不要なの

である。 
                     
むすび 
 これまでに述べてきたところから明らかなように、「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」と
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いう洪水の流出計算は机上の計算であって、その流出計算の前提条件とされている上流域

での河道改修の想定は「改修計画」ともなっていないものなのである。計画が存在しない

だけでなく、現に、そうした改修も行われていない。そして、関東地方整備局によれば、

利根川の現況においては、カスリーン台風規模の降雨があっても、八斗島地点のピーク流

量は毎秒１万６７５０㎥程度に止まるのであるから、現在以上にダムを造る必要はなくな

っていることは明白である。不要なダムを造るべきでないことは改めて指摘する必要もな

いことである。 
 
 添付資料 
 上記の論述の中で引用した資料中、公表されていず、入手しにくい資料の一部ないし抜

粋を添付しました。貴会議において必要とされる場合には、関係書証をいつでも提出しま

す。 
 １ 添付資料１ 「調査嘱託書について（回答）」（標題部のみ３頁） 
   さいたま地方裁判所からの調査嘱託に対する関東地方整備局の回答である。（「第２

の４」での記述に関する） 
 
 ２ 添付資料２ 「基本高水『八斗島地点毎秒２万２０００㎥』のための改修状況調査

報告書」（標題部のみ３頁） 
   原告弁護団が、平成２１年６月から１０月にかけて、利根川上流部における「八斗

島地点毎秒２万２０００㎥」のための改修状況を調査した報告書である。（「第２の４」

での記述に関する） 
 
３ 添付資料３ 「群馬県知事から前橋地裁へ提出された準備書面（２１）」の抜粋 

   現況の河川管理施設においては、八斗島地点毎秒２万２０００㎥は来襲せず、同１

万６７５０㎥に止まる旨を認めている書面である。（「第２の５」での記述に関する） 
 
 ４ 添付資料４  「八ッ場ダム住民訴訟に関する関係県からの意見照会に対する回答」

（関東地方整備局作成）の抜粋 
    上記群馬県の準備書面での主張の基礎になっている見解が記述されている。（「第

２の５」での記述に関する） 
 
 ５ 添付資料５ 平成２２年１月１２日付朝刊（２４面） 
    関東地方整備局河川計画課が、上流域での堤防改修について、「『想定工事』では

なく、計算のために断面図を仮設定したもの」と回答したとの報道が掲載されてい

る。（「第２の６」での記述に関する） 
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国
交
省
関
東
地
方
整
備
局
が
さ
い
た
ま
地
裁
に
出
し
た

一
八
斗
島
上
流
域
の
流

域
定
数
表

一
．

「
一
次
流
出
率

一
と

一飽
和
雨
量

一
は
す
べ
て
同
じ
数
字
だ

「八
斗
島
上
流
域
の
流
域

定
数
表
」
と
い
う
国
交
省
の

資
料
に
、

「Ｏ

ｏ
５
」
と

「４８
」
が
と
も
に
五
十
四
個

並
ぶ
。
前
の
数
字
は

「
一
次

流
出
率
」
、
後
は

「飽
和
雨

量

（
ｍｍ
）
」
を
表
す
。

資
料
は
八
ッ
場
ダ
ム
の
事

業
負
担
金
の
差
し
止
め
訴
訟

で
さ
い
た
ま
地
裁
に
出
さ
れ

た
も
の
だ
。　
一
次
流
出
率
と

は
、
降
っ
た
雨
が
す
ぐ
に
川

利
根
川
上
流
域
で
降

っ
た
雨
水
を
下
流

に
安
全
に
流
せ
る
か
の
治
水
基
準
点
が
、

群
馬
県

伊
勢

崎
市

の
八
斗
島
。

と

こ
ろ

が
、
国
土
交
通
省
は
最
大
流
量
を
計
算
す

る
際
、
上
流
部
の
五
十

四
流
域
の
保
水
力

を
同

一
に
し
た
う
え
、
堤
防
の
か
さ
上
げ

工
事
も
計
算
の
た
め
の

「
仮
設
定
」
だ

っ

た
こ
と
が
分
か

っ
た
。
治
水
の
算
出
前
提

に
新
た
な
疑
間
点
が
浮
上
し
、
八

ッ
場
ダ

ム

（
同
県
長
野
原
町
）
の
必
要
性

に
も
影

響
を
与
え
そ
う
だ
。
　

（
篠
ケ
瀬
祐
司
）

保本|力154流域と
―
も同|■fLt

前1提|の1堤1防1工事‐1仮1設1定」
に
流
れ
出
る
割
合
。
飽
和
雨

量
は
、
雨
が
地
中
に
浸
透
し

に
く
く
な
り
、
飽
和
状
態
か

ら
降

っ
た
分
、
川
に
流
れ
出

る
量
が
急
増
す
る
雨
量
を
い

う
。
い
ず
れ
も
流
域
の
保
水

力
を
示
す
係
数
と
し
て
計
算

に
利
用
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
交
省
は
八

斗
島
か
ら
約
五
千
平
方

ロ
キ
眉

と
広
大
な
上
流
部
の
五
十

四

流
域
す
べ
て
で
、　
一
次
流
出

率
が
〇

・
五
、
飽
和
雨
量
は

四
八
が
と
し
て
い
た
。

保
水
力
は
森
林
、
田
畑
、

市
街
地
の
土
地
利
用
や
地
形

な
ど
流
域
の
特
性
に
左
右
さ

れ
る
。

「
緑
の
ダ
ム
」
と
い

わ
れ
る
森
林
面
積
が
多
け
れ

ば
保
水
力
が
高
く
な
る
。

区
分
の
明
示

拒
む
国
交
省

特
性
が
違
う
流
域
す
べ
て

同

一
の
値
で
計
算
さ
れ
、
正

し
い
流
量
は
出
せ
る
の
か
。

国
交
省
関
東
地
方
整
備
局

河
川
計
画
課
は

「
計
算
に
使

っ
た
係
数
は
五
つ
あ
り
、
二

つ
が
同

一
で
も
お
か
し
く
は

な
い
」
。
ま
た
、
五
十

四
流

域
と
は
具
体
的
に
ど
こ
な
の

か
に
つ
い
て
も

「
洪
水
調
整

施
設

（
ダ
ム
や
遊
水
地
）
に

関

す

る

情

報

を
含

ん

で
お

り
、
公
に
す
る
こ
と
で
国
民

に
誤
解
と
混
乱
を
生
じ
さ
せ

る
恐
れ
が
あ
る
」
と
し
て
、

地
域
の
特
定
を
拒
ん
だ
。

こ
う
し
た
対
応
に
大
熊
孝

・
新
潟
大
名
誉
教
授

（
河
川

工
学
）
は

「
利
根
川
本
川
上

流
域
は
急
峻
、
支
流

の
吾
妻

川
流
域
は
火
山
性
が
卓
越
し

て
い
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
地

形
や
地
質
が
違
う
。
流
域
す

べ
て
が
同

一
の
係
数
と
は
不

自
然
。
流
域
が
非
公
開
で
は

国
側
の
計
算
を
検
証
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
と
話
す
。

一
方
、
八
斗
島
上
流
域
の

氾
濫
防
止
の
た
め
の
堤
防
か

さ
上
げ
改
修
工
事
に
つ
い
て

は
、
現

実

の
計

画

で

は

な

く
、
計
算

の
た
め
の
仮
設
定

で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

同
整
備
局
の
資
料

で
示
さ

れ
た
、
支
流
の
鳥
川
右
岸
の

「
計
画
堤
防
高
」
は
六
房
だ

が
、

「
こ
ち
ら
特
報
部
」
が

歩

い
て
み
る
と
、
現
況
は
約

二

・
四
層
と
、
堤
防
改
修
は

大
半
が
手
付
か
ず
だ
。

（
昨

年
十

一
月
二
十
七
日
既
報
）

前
提
工
事
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
、
最
大
流
量
も
変
わ

っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

先
の
河
川
計
画
課
は
、
堤

防
改
修
に
つ
い
て

「
一
想
定

工
事
一
で
は
な
く
、
計
算
の

た
め
に
断
面
図
を
仮
設
定
し

た
も
の
」
と
説
明
す
る
。

国
は

一
九
八
〇
年
に
利
根

川
工
事
実
施
基
本
計
画
を
策

定
。
大
水
害
を
も
た
ら
し
た

四
七
年
九
月
の
カ
ス
リ
ー
ン

台
風
並
み
の
雨

（
三
日
間
で

三

一
九
、が
）
で
、
八
斗
島
に

最
大
毎
秒

二
万

二
千
立
方
肝

の
水
が
流
れ
る
と
試
算
。

さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
、
洪

水
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
八

斗
島
で
毎
秒

一
万
六
千
五
百

立
方
厨
の
水
を
流
し
、
不
足

分
は
八

ッ
場
ダ
ム
な
ど
上
流

ダ
ム
群
で
の
調
整
が
必
要
と

説
明
す
る
が
、
市
民
団
体
な

ど
は

「
流
量
が
過
大
」
と
疑

間
を
投
げ
か
け
て
き
た
。

添付資料５ 東京新聞特報部


